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都市計画の変更および決定原案
の閲覧と公聴会の開催

　大和都市計画（道路・交通広場・駐車場・地区計画・
用途地域）の変更および決定にかかる原案の閲覧と公
聴会を開催します。
変 更しようとする都市計画＝①都市計画道路 高田矢
田線・②都市計画道路 三の丸線・③用途地域

決 定しようとする都市計画＝④都市計画道路 近鉄郡
山駅歩行者専用道・⑤都市計画交通広場 近鉄郡山
駅西側広場・⑥都市計画駐車場 近鉄郡山駅周辺自
転車駐車場・⑦地区計画 近鉄郡山駅東地区

変 更および決定の対象区域＝①～⑦の変更および決
定箇所は次のとおり

　①・②・③・⑥・⑦　南郡山町の一部
　④南郡山町の一部、城見町の一部
　⑤城見町の一部
◆公聴会の開催について
日時＝9月4日（水）19時～
場 所＝市役所交流棟2階 交流ホール（①を一部、②～
⑦を二部として開催します）

※ 公述申出がなかった場合は、公聴会の開催を中止し
ます。なお、開催の有無については、8月22日（木）
以降に掲載する市ホームページのほか、下記までお
問い合わせください。

　 　また、公聴会開催の2時間前までに荒天による警
報が発令されている場合、公聴会を9月11日（水）
19時からに延期します。

公 述申出書の提出・問合せ＝公聴会で意見を述べるこ
とを希望する人（市民・利害関係者に限る）は、住
所･名前･年齢･職業･電話番号･意見の要旨とその
理由を具体的に規定の様式（市まちづくり戦略課で
配布または奈良県県土利用政策課ホームページ・市
ホームページに掲載）に記入し、8月21日（水）17
時15分必着で、①は奈良県県土利用政策課、②～
⑦は市まちづくり戦略課に直接または郵送で提出
◆変更等の原案の閲覧について
閲 覧期間＝8月1日（木）～ 14日（水）（土・日曜、
祝日を除く8時30分～ 17時15分）

 閲 覧場所・問合せ・提出＝①の都市計画：奈良県県
土利用政策課（〒630-8501 奈良市登大路町30番
地・☎0742-27-7520）

　 ②～⑦の都市計画：市まちづくり戦略課（〒639 -
1198大和郡山市北郡山町248-4・☎53-1759）

※ ①の都市計画については奈良県県土利用政策課
ホームページ、②～⑦の都市計画については市ホー
ムページに原案等を掲載します。

■くらしのインフォメーション■
ひとりで悩まないで

わたしたちに
ご相談ください!

大和郡山市消費者センター 
☎ 53-1583（直通）
相談受付 月～金曜日
　9時～16時

スポーツジムなど
の契約の注意点

　健康維持やダイエットのため、スポーツジム
やフィットネスクラブなどを利用している人が
増えています。最近は無人のスポーツジムやオ
ンラインレッスンなど、お手頃な価格で気軽に
サービスを受けられるようになりました。

【事例1】1か月間無料のフィットネスクラブ
に通ったが、腰痛のため通えなくなった。事
業者から退会手続きについて連絡が来ること
になっているが、いつまで経っても連絡がこ
ない。このままだと通常コースに移行し月会
費が発生してしまう。わざと連絡してこない
のか。 （60代女性）

【事例2】オンラインヨガのトライアルコース
を申し込んだ。2カ月間は月100円で利用で
きた。その後、3,000円の引き落としに気づき
運営会社に問い合わせると、通常コースに自
動的に移行していたことがわかった。今、解
約すると違約金がかかる。そもそも通常コー
スを申し込んだ覚えはない。 （40代女性）

　【事例1】の相談者はその後、直接フィットネ
スクラブに出向き、月会費が発生する前に解約
することができました。【事例2】の場合、トラ
イアルコース終了後は自動的に通常コースに
移行する契約になっていました。相談者が契約
内容を見落としていたためトラブルになった
ものと思われます。
　トラブルを未然に防ぐためにも、契約前には
契約内容や規約をしっかりと確認するように
しましょう。割引や特典がつくキャンペーンの
契約は一定期間の継続が条件となっている場
合があります。途中で解約すると違約金が請求
されることがあるので注意しましょう。
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清掃センター　休日業務のご案内清掃センター　休日業務のご案内
下記の祝日のごみ収集・持込ごみの受付は、下の表のとおりとします。 問合せ＝清掃センター（☎53-3463）

※ 可燃ごみの収集は、交通事情により早めに収集する場合があります。ごみは7時30分までに出していただきますよう、
お願いします。

※ お盆期間中（8月13日～15日）も、ごみの収集および清掃センターへのごみ持込の受付（11時～12時、13時～16時）は
平常通り行います。

月　　日 可燃ごみの収集 持込ごみの受付 不燃ごみの収集日

8月12日（月・振） 通常どおり収集
（可燃ごみのみ）月・木コース 10：00～12：00 毎月第2月曜の区域は

8月15日（木）に収集

　医療費の限度額は所得区分によって異なります。医療機関の支払いを限度額までにするためには、所得区分
により「限度額適用認定証」または、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要な場合があります。
　認定証が必要な人で、医療費が高額になる場合は、あらかじめ保険年金課（1階24窓口）で交付申請をし、医
療機関に提示するようにしてください。

（注1）世帯員全員が住民税非課税の人。
（注2）世帯員全員が住民税非課税であって、かつ各所得が0円（年金の所得は控除を80万円として計算）の人。
　なお、総所得金額等に給与所得が含まれている場合には、給与所得から10万円を控除します。 
※ 令和5年度に認定証の交付を受けている人で、8月以降も認定できる人には、7月下旬に認定証を送付していますのでご
確認ください。

※ 所得区分が”非課税世帯”から”現役並み所得者”、または”現役並み所得者”から”非課税世帯”へと変更になった場合は、
再度所得区分に対応した認定証の申請が必要となります。  

※ 所得区分を判定するためには、世帯全員の所得の確認が必要となります。所得の申告がない場合、認定証の交付ができな
いことがありますのでご注意ください。  

※ 新たに認定証の交付を受けられる人は申請が必要です。（申請に必要なもの…保険証・代理人が手続きされる場合は代理
人の本人確認書類も必要です。）  
問合せ＝保険年金課 医療係（内線327・328）

後期高齢者医療保険 限度額適用認定証の交付について後期高齢者医療保険 限度額適用認定証の交付について

所得区分 医療機関に提示するもの
現
役
並
み
所
得
者

Ⅲ（住民税課税所得 690万円以上） 保険証 （認定証の申請は不要）

Ⅱ（住民税課税所得 380万円以上）
保険証  + 限度額

適用認定証Ⅰ（住民税課税所得 145万円以上）

一般Ⅰ・Ⅱ（住民税課税所得 145万円未満） 保険証 （認定証の申請は不要）
非
課
税
世
帯

低所得者Ⅱ（注 1）
保険証  + 限度額適用・

標準負担額減額認定証低所得者Ⅰ（注 2）

申請
必要

申請
必要
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